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大学の非常勤講師の労働者性

事実の概要

　１　Ｙ（国立大学法人大阪大学）との間でＸ１（担
当科目：英語（文学））、Ｘ２（モンゴル地域研究講義等）、
Ｘ３（コミュニケーション行動等）、Ｘ４（コミュニケー
ション行動等）は委嘱契約を締結し、非常勤講師
として授業を行っていた。Ｙは平成 19 年 10 月 1
日にＡ（国立大学法人大阪外語大学）と統合し、外
国語学部外国語学科等を新設したが（本件統合）、
Ｘ１およびＸ２はＡで非常勤講師として有期雇用さ
れており、同日、本件統合によりＹとの間で同学
部の非常勤講師として期間 6カ月または 1年の
委嘱契約を締結し、更新を重ねていた。Ｘ３は平
成 23 年 4 月に、Ｘ４は平成 25 年 4 月に、Ｙとの
間でＹの留学サポートなどをするセンターに非常
勤講師として同じように委嘱契約を締結した。
　２　Ｙでは専任教員が開講科目と当該授業の骨
子を策定し、外部に委嘱する授業を選別して、委
嘱先候補者に打診、内諾を得ていた。外国語学部
ではそのうえで委嘱先候補者にシラバス作成を依
頼し、内容が学部の定める目標に沿っていればそ
れに基づいた授業を 15 コマ実施するという前提
で、委嘱に関わる契約書が作成されていた。
　センターでは、センターの教員がシラバスを作
成し、その内容について了解を得られた委嘱先候
補者との間で、委嘱に係る契約書を作成する手続
が取られていた。もっとも契約締結前に候補者が
シラバス作成に関わることもあった。
　３　Ｘらの報酬は授業 1 回につき 1 コマを 2
時間分として 1万 3370 円であった。講義室、授
業時間帯はＹにより指定され、出勤確認はキャン

パスごとの方法でなされていたが勤務時間管理は
されていなかった。Ｘらは授業時間外の学生対応
等の義務付けはなく、懲戒処分等の対象とされて
いなかった。
　成績管理等は、ＸらがＹの基準で成績を評価し、
システムで成績登録を確定させていたが、非常勤
講師とは別に、Ｙの教員が非常勤講師の採点結果
のデータを変更修正ができる状態であり、専任教
員の指示に基づいて、教務の事務担当者が成績登
録を修正することがあった。センターでは専任教
員が最終評価を決定するものもあった。
　４　Ｙは、大学が直接雇用していない者に実質
的に授業担当させる場合の留意点を周知する文
部科学省高等教育局大学振興課の令和 3年 4 月
8日付け事務連絡を受け、同年 9月以降、教育の
質保証等の観点から、非常勤講師につき個別事情
に応じて労働契約に切り替え、専任教員が非常勤
講師の担当する授業に関与する方針を示した。
　５　これを受けて、Ｙは令和 4年 4月、Ｘらと
の間で各有期雇用契約を締結した。Ｘ１は令和 2
年度末まで、Ｘ２、Ｘ３およびＸ４は令和 3年度末
まで契約を更新したが、1コマ 11,784 円に減額
された。Ｘ１は令和 3年 3月 12 日頃、Ｘ２は令和
4年1月26日頃、Ｘ３およびＸ４は同年2月28日頃、
Ｙに対し、各委嘱契約の通算契約期間が 5年を
超えたなどと主張して、労契法 18 条 1 項に基づ
き、それぞれ無期転換を申し込んだがＹは準委任
契約であるとして認めなかった。
　６　外国語学部には有期雇用契約の特任講師が
おり、授業実施以外に、学生への研究指導、外国
籍教員のサポート、共同研究プロジェクトの運営
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補助等の業務に従事し、労働時間管理が行われ、
就業規則に基づき、懲戒処分等の対象となってい
た。
　７　Ｙは、令和 5年 3月 31 日、Ｘらを雇止め
した。Ｘらは無期転換権行使による地位確認請求
および賃金減額について未払賃金請求をした。

判決の要旨

　１　判断枠組み
　労契法 6条、2条を踏まえると、本件各委嘱契
約でＸらが労働者にあたるかは契約の内容やそれ
に基づく労務の提供の実態等に照らし、「Ｘらと
Ｙとの間に使用従属関係（使用従属性）があると
いえるか、すなわち、〔1〕ＸらがＹの指揮監督
下において労務を提供したか……、〔2〕Ｘらの
報酬が〔1〕の対価として支払われたか（労務対
償性）、〔3〕その他の事情……を総合的に考慮し
て判断するのが相当である」。
　２　指揮監督下において労務を提供したかに
　　　ついて
　(1)　具体的仕事の依頼、業務従事の指示に対
する諾否の自由の有無
　委嘱契約の内容以外に「具体的な仕事の依頼や
業務従事の指示を受けることがなく」、「契約で合
意した業務を超えた業務の依頼等がなされてもこ
れに応じる義務がな」かったため、これらの事情
は、「諾否の自由があることをうかがわせる」。
　(2)　業務遂行上の指揮監督の有無について
　大学での授業実施という業務は、「講義の内容
や実施方法については教授の自由（憲法 23 条）
が保障されており、授業担当者の裁量が広範であ
るという性質を有」し、「授業の内容、遂行方法
について、基本的に大学側から具体的な指示を受
けることにはなじまない」。「このような具体的な
指揮命令になじまない業務について、Ｙの一般的
な指揮監督を認めることができるか否かを判断す
るに当たっては、その業務が本件各委嘱契約の内
容に従って行われているにすぎないと評価し得る
か、それとも、その業務にあらかじめ本件各委嘱
契約において定めることが困難なものが含まれ、
具体的場面においてＹの指揮監督を想定する必要
があるかという点も考慮すべきである」。
　Ｘらの担当時間数は限定的で、シラバスの内容
や授業計画（授業の時間割）の検討、コアカリキュ

ラムの策定等への関与がなく、成績管理の責任者
は専任教員で、非常勤講師は成績評価の最終決定
者ではなかったこと等の事情から、「Ｘらは、授
業の担当について広範な裁量を有することを考慮
しても、あらかじめ本件委嘱契約で定められたと
ころに従って業務を遂行するにとどまり、業務の
遂行に当たり、Ｙから一般的のみならず、具体的
な指揮監督を受けることが想定されていない」。
　Ｘらは「事業組織への組入れ」を主張するが、
これは「団体交渉の保護を及ぼすべき労働者はい
かなる者かという観点から考案された要素と理解
するのが相当であ」る。
　(3)　勤務場所および勤務時間に関する拘束性
の有無および程度について
　「業務の性質上、必然的に上記の場所及び時間
の指定がされているにすぎ」ず、「Ｘらが本件各
委嘱契約によって強い時間的かつ場所的な拘束を
受けていたということはできない」。出勤確認は
されていたが出退勤時刻や講義の実施時間につい
ての報告はされておらず、「Ｘらは、厳密な勤務
時間管理を受けておらず、時間的な拘束性が弱
かった」。
　(4)　労務提供の代替性の有無について
　「業務の性質上……第三者がＸらに代替して授
業を実施することはそもそも予定されて」おらず、
「代替性がなかったからといって、直ちに指揮監
督関係の存在を基礎付けるものと評価」できない。
　３　労務対償性
　時間給を基礎として算定されているとみる余地
があるが、Ｙでは「単位時間当たりの金額を基礎
として、報酬を定めざるを得ない側面も否定でき」
ず、「上記の報酬の算定方法をもって、直ちに労
務対償性があると評価」できない。
　４　その他の事情
　事業者性は、Ｘらの時間給単価が特任講師のそ
れよりも約 2倍であって、相当高額であること
から、事業者性が基礎付けられ、労働者性を否定
する方向に働くとした。
　専属性の程度は、報酬が生計を維持しうる程度
のものであるとまではいえないため、ＸらはＹへ
の専属性が必ずしも高いとはいえず、労働者性を
補強しない。
　その他の事情は、源泉徴収がされていたが労働
者性を強く補強する事情はほかにない。職務専念
義務、信用失墜行為等の禁止、守秘義務、セクシャ
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ル・ハラスメントの防止、安全衛生に関する遵守
事項、出張等に関する定めは雇用契約に特有のも
のではなく、むしろ本件規程には懲戒処分等の懲
罰に関する定めはないから、労働者性をむしろ否
定する方向に働く事情になる。
　５　まとめ
　「本件各委嘱契約の締結時、Ｘらは労働者であっ
たと認めることはできず……本件申込みにより、
これが無期雇用契約に転換したものということは
できない。」

判例の解説

　一　本判決の意義
　本事件１）は、先行する東京藝術大学事件・東
京地判令 4・3・28 労経速 2498 号 3 頁および本
事件後の東京海洋大学事件・東京地判令 7・2・
20 労旬 2082 号 80 頁２）とともに、大学非常勤講
師の労働者性が論点となった事案であり、いずれ
も労働者性が否定された。
　事実の概要４の通り、文部科学省高等教育局大
学振興課の令和 3年 4 月 8 日付け事務連絡を受
けて、非常勤講師に対し請負ないし委任契約を締
結していた全国の国立大学法人は、順次、それら
の者との契約を雇用に切り替える対応を行った。
上記の 3事件はこうした対応のなかで争われた
事案である３）。
　高度専門職である大学の非常勤講師についての
事例判断ではあるものの、とくに注目されるのは、
Ｘらが主張するように、裁量性の高い非常勤講師
の特質を踏まえて、具体的な指揮命令になじまな
い業務の一般的な指揮命令の存在が争点化される
ところ、本判決がこれについての規範を示したこ
とである。
　橋本陽子が過去の判例分析を通じて指摘するよ
うに４）、労働者性が争われる事案は典型的な雇用
労働よりも指揮命令関係や拘束性が希薄なケース
が多く、その評価は裁判官の裁量に委ねられ、と
くに「業務の性質上当然」または契約上の義務付
けから生じる拘束にすぎないという裁判官の評価
をどのように考えるかが、労働者性事案の大きな
論点となる。
　本判決は、この規範提示により、各判断要素に
該当すると思われる具体的な事情の客観的な判断
よりも、契約意思、言い換えればとくにＹの主観

性を重視する裁判官の規範的評価が前面に出る判
断手法をとったように思われる。非常勤講師を労
働者として扱うのが普通である大学業界の通念か
らしても、客観的な労働者性判断手法から距離を
とる本判決の規範が一般性をもちうる懸念はない
のかという理論面からも問題のある判決である。

　二　諾否の自由の有無
　本判決は外国語学部の特任講師とＸらを比較し
て、前者が授業の実施以外にも学生への研究指導
や運営補助業務をしているのに対し、Ｘらは契約
で定められた授業の実施以外の業務を行わず、そ
れ以外の業務について諾否の自由があったことが
うかがわれると判断した（判決の要旨２(1)）。
　東京海洋大学事件では、大学の教職員が比較対
象とされ、やはり非常勤講師が裁量性の高い教育
業務のみに契約で特定されていることを重視し
て、同じように、契約で合意した業務を超えた業
務の依頼等がなされてもこれに応じる義務がない
ことをもって、諾否の自由があることが認定され
た。比較対象は異なるものの、両判決に同様の着
想があることが看取される。
　職務限定のない正社員を労働者の標準形とする
ようなこうした諾否の自由の認定の方法は適当で
ない５）。諾否の自由は、契約外の業務依頼に対し
て判断されるものでないし、裁量性が高いとして
も、Ｙが定めたシラバスの内容や授業計画（授業
の時間割）、コアカリキュラムという制約があり、
加えて成績の最終的な確定もＹが有していたこと
や、有休に相当する休暇が付与されていたが実質
的に行使できないといった事情も、諾否の自由の
存在を疑わしくさせるに十分である。

　三　一般的な指揮監督の規範
　判決の要旨２(2) の「具体的な指揮命令になじ
まない業務について、Ｙの一般的な指揮監督を認
めることができるか否か」という規範は、昭和
60 年労働基準法研究会報告（以下、労基研報告）
においては、具体的な指揮命令になじまない業務
についても、事業組織への組み入れという徴憑が
あれば労働者性を肯定する可能性があることを導
くものである。この考え方は、主要な学説におい
て受け入れられている６）。
　ところが本判決は「その業務が本件各委嘱契約
の内容に従って行われているにすぎないと評価し
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得るか、それとも、その業務にあらかじめ本件各
委嘱契約において定めることが困難なものが含ま
れ、具体的場面においてＹの指揮監督を想定する
必要があるかという点も考慮すべき」として労基
研報告の「その他」の要素を加えた独特の規範を
立てた。そのあてはめとして本判決は、本件委嘱
契約の内容から、契約内容以外の業務遂行が想定
されていないことを導出し、そのことから、Ｙか
らの一般的な指揮命令関係を否定し、具体的な指
揮監督を受けることが想定されていない、と結ん
でいる。
　こうした本判決の規範は、労基研報告のそれと
は異なる概念とみる外ないし、当事者の契約意思
から離れて裁判所が客観的に法の適用範囲を画定
するという労働者性判断基準の趣意にかんがみて
妥当でない７）。判決の要旨２(2)の書き方からして、
すくなくとも事例判断とよむべきである。
　本判決は、シラバスの内容や授業計画の検討、
コアカリキュラムの策定等への関与がないこと、
成績管理の責任者は専任教員が担っており、非常
勤講師は成績評価の最終決定者ではなかったこと
等の事情をもって、非常勤講師の業務が契約によ
り限定され、一般的な指揮命令関係がないことの
証左としている。しかし、これらはむしろ、授業
内容の裁量があっても、その大枠についてはＹに
よって定められＸらに裁量がなく、換言すればＹ
の一般的な指揮命令関係を推認させる事情であ
る。本判決の規範は、こうした事情を労働者性肯
定に向けて無価値とする効果を有するものであっ
たといえる。
　またこの規範は、時間的・場所的拘束性の判断
にも影響を及ぼし、教室や授業時間の指定は、業
務の性質上必然のものと整理され、拘束性の度合
いは弱いという評価を導く。Ｘらの担当時間数は
週に限られていることも指揮監督との関係で考慮
されているが、コマ数が限定されているかどうか
が労働者性判断にどのように影響を与えるのか不
明である。職務限定のない日本の正社員を前提と
した本判決の思考様式は時代錯誤で、専任教員と
の比較で、非常勤講師の労働者性認定をするのは
適切ではない。

　四　事業組織への組み入れ
　本判決は前述のように一般的な指揮監督のとこ
ろでは事業組織への組み入れにはまったく触れ

ず、Ｘらの主張の検討という箇所でこの要素は労
組法の労働者性判断の基準であると専断してい
る。なお東京海洋大学事件は、これを独立の基準
とすることには疑問があると単に判示している。
　学説でも事業組織への組み入れという基準を採
用することにつき、積極的か謙抑的かという違い
があるものの、国立大学法人法や大学設置基準な
どによって雇用による教員の確保を法律上義務付
けられているという特殊性が本件にはある８）。し
たがって実態判断にあたって本件では、事業組織
への組み入れの基準を積極的に捉えることに論理
性がある９）。実態判断に必要な要素を掬う受け皿
となる事業組織への組み入れを判断基準から退け
る本判決は、実際には使用者側の主観的解釈に依
拠した恣意的な一般的な指揮監督の判断手法を巧
みに再構成したものと評価せざるを得ない。

●――注
１）判批として本久洋一「国立大学非常勤講師における『一
般的な指揮監督』の存否について」労旬 2086 号（2025 年）
23 頁。

２）判批として橋本陽子「大学非常勤講師の労契法上の労
働者性――東京海洋大学事件」ジュリ 1611 号（2025 年）
4頁、皆川宏之「大学非常勤講師の『労働者』性の具体
的判断に関する考察」労旬 2086 号（2025 年）14 頁。
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